
大井産業株式会社といたしましては、現在、社内マニュアルに沿った感染防止対策を徹底していま
すが、万が一、新型コロナウイルスに従業員が感染した場合は下記の対応をとらせていただきます。  
尚、対応に関しては、保健所の対応マニュアルに準拠した対応となります。
弊社といたしましては、今後も感染予防の取り組みを全社一丸となって行う所存です。
緊急時には何かとご不便をおかけする可能性もありますが、最善の努力をしてまいりますの
で、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 



車検整備 定期点検整備 事故整備 その他整備 合計2 年 1 年 小計 1 年 6 ヵ月 3 ヵ月 計

専・兼業

計
売上高 8,098 3,986 12,084 528 151 359 1,038 5,408 7,744 26,274
増減額 +6 ±0 +6 +37 +1 +9 +47 +195 -51 +197
増減比 +0.1% ±0.0% ±0.0% +7.5% +0.7% +2.6% +4.7% +3.7% -0.7% +0.8%

専業
売上高 5,639 3,364 9,003 350 117 311 778 4,083 5,580 19,444
増減額 +4 -25 -21 +40 +1 +1 +42 +152 -93 +80
増減比 +0.1% -0.7% -0.2% +12.9% +0.9% +0.3% +5.7% +3.9% -1.6% +0.4%

兼業
売上高 2,459 622 3,081 178 34 48 260 1,325 2,164 6,830
増減額 +2 +25 +27 -3 ±0 +8 +5 +43 +42 +117
増減比 +0.1% +4.2% +0.9% -1.7% ±0.0% +20.0% +2.0% +3.4% +2.0% +1.7%

ディーラー
売上高 7,444 1,633 9,077 2,075 360 249 2,684 5,507 10,404 27,672
増減額 -42 +233 +191 +29 +37 +61 +127 +391 +36 +745
増減比 -0.6% +16.6% +2.1% +1.4% +11.5% +32.4% +5.0% +7.6% +0.3% +2.8%

自家 売上高 704 340 1,044 39 2 10 51 441 734 2,270

合計
売上高 16,246 5,959 22,205 2,642 513 618 3,773 11,356 18,882 56,216
増減額 -66 +264 +198 +43 +15 +65 +123 +573 +27 +921
増減比 -0.4% +4.6% +0.9% +1.7% +3.0% +11.8% +3.4% +5.3% +0.1% +1.7%
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需要産業区分 2019 年度需要実績 2020 年度予測数量 前年度比（%）※見込み（千トン） （千トン）
建物 343 338 98.6%

建築資材 66 65 98.2%
構造物 73 72 99.1%
船舶 109 106 97.4%

道路車両 新車 234 224 96.0%
補修 33 32 98.6%

電気機械 32 32 98.7%
機械 52 49 95.8%

金属製品 98 96 98.1%
木工製品 14 14 98.0%
家庭用 26 26 98.8%
輸出 61 60 97.7%

路面標示 78 79 101.2%
その他 83 79 95.0%
合計 1,302 1,273 97.8%





設備 電子制御装置点検整備作業場 床面は平滑であること
※面積は対象とする自動車の種類ごとに設定

車両置き場 ※面積は対象とする自動車の種類ごとに設定

設備機器

作業計器（保有義務） 水準器
点検計器および点検装置（保有義務） 整備用スキャンツール（性能及び機能要件を規定）

整備に必要な情報の入手（義務） 点検・整備に係る情報（機器を含む）を入手できる体制

その他（自動運行装置に限る） 自動運行装置を装備した自動車の自動運行装置の点検・整備に必要な技術情報を
入手できること

工員要件

工員数 2 人以上

自動車整備士の最低要件 「1 級（二輪を除く）」or
「《1 級（二輪）or 2 級整備士 or 車体整備士 or 電気装置整備士》+ 講習」が 1 人以上

自動車整備士保有割合 1/4 以上（1 級 or 2 級 or 3 級 or 車体整備士 or 電気装置整備士数／全工員数）

整備主任者の資格要件 「1 級（二輪を除く）」or
「《1 級（二輪）or 2 級整備士 or 車体整備士 or 電気装置整備士》+ 講習」

　自動運行装置にかかわる作業のほか、
衝突被害軽減ブレーキやレーンキープ機
能に用いられている前方検知用センサー
及びそれらが取り付けられているフロン
トガラスやバンパーなどの脱着・取替作
業をする事業者に対し、整備認証資格の
取得を求める特定整備制度が、 4 月 1 日
より施行された。
　これに伴い、国土交通省は Web サイ
トで、カーメーカー各社が電子制御装置
整備対象車両を提示している特設サイト
へのリンク一覧を公表した。また、日本
自動車機械器具工業会の Web サイトで
は、電子制御装置整備認証事業場の要件
として保有が義務付けられている整備用
スキャンツールについて、カーメーカー
またはツールメーカーが基準適合性を確
認したスキャンツールのリストを公表し

ている。
　乗用車における衝突被害軽減ブレーキ
の保安基準については、本年 1 月 31 日
に公布・施行された保安基準の細

さいもく

目を
定める告示等の一部改正によって定めら
れ、 2021 年より順次装着義務化が進め
られることとなった。保安基準が定めら
れる前に生産された現行車種において
は、搭載している衝突被害軽減ブレーキ
のすべてが保安基準を満たしているとは
限らない。電子制御装置整備においては、
保安基準が設定されている装置を備える
車両が対象となるため、現行車種が対象
となるかは各車が備えている装置によっ
て異なる。
　なお、レーンキープ機能については 
2017 年に保安基準が定められており、
同機能を有する自動車については新型

車で 2019 年 10 月から、継続生産車は 
2021 年 4 月から保安基準への対応が必
要である （装着義務はなし）。 
　4 月 1 日以降に電子制御装置整備を行
うためには、認証の取得が必要となる （4
年間の経過措置は設けられている）。電
子制御装置整備認証を取得していない事
業場においては、未認証行為を行わない
よう、入庫した車両が対象車種か否かを
確認する必要がある。
　なお、同制度施行前に国土交通省が開
催を予定していた関係事業者向けの説明
会は、新型コロナウイルスの影響により
複数会場で延期となった。これを受けて
国土交通省では、同制度への説明を求め
る関係事業者に対しては、各地区の運
輸支局にて個別に対応する方針としてい
る。









直近半年間の実績 今後半年間の業績予想
総整備売上高 総入庫台数 総整備売上高 総入庫台数

事業認証 プラス成長（%） 14.0 14.7 7.4 8.5
マイナス成長（%） 48.1 50.0 50.0 51.2
DI −34.1 −35.3 −42.6 −42.7

専業認証 プラス成長（%） 24.1 23.9 13.4 13.7
マイナス成長（%） 39.6 40.3 42.5 43.8
DI −15.5 −16.4 −29.1 −30.1

ディーラー プラス成長（%） 36.5 30.6 14.8 14.5
マイナス成長（%） 44.4 51.0 54.3 57.2
DI −7.9 −20.4 −39.5 −42.7

合計 プラス成長（%） 25.3 23.5 12.2 12.6
マイナス成長（%） 43.4 46.3 48.2 50.0
DI −18.1 −22.8 −36.0 −37.4

事業認証 かなり良い（%） 0.4
やや良い（%） 5.4
やや悪い（%） 48.4
かなり悪い（%） 19.4
DI −62.0

事業指定 かなり良い（%） 0.5
やや良い（%） 4.7
やや悪い（%） 51.7
かなり悪い（%） 11.9
DI −58.4

ディーラー かなり良い（%） 0.0
やや良い（%） 5.9
やや悪い（%） 53.0
かなり悪い（%） 13.5
DI −60.6

合計 かなり良い（%） 0.3
やや良い（%） 5.3
やや悪い（%） 51.2
かなり悪い（%） 14.4
DI −60.0
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